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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

固定資産の取得後に国庫補助金等を分割して受けた場合の圧縮記帳 

 

≪内容≫ 

関与先のＡ社（3月決算）は、食品製造業を営む法人であり、甲県乙市に土地を取得し、その土地の

上に自社ビルと工場（以下「自社ビル等」といいます。）を建設しています（平成31年3月末完成予定）。 

Ａ社は、自社ビル等の取得に要する経費の一部について、甲県から補助金の交付を受ける予定です。 

なお、甲県からの補助金は知事がその交付決定について審査した結果において適当と認める場合には、

交付決定等を行い、その補助金交付決定等通知書によりＡ社に通知し、3年間の分割交付（以下この補

助金を「本件補助金」といいます。）とされています。 

このような場合、Ａ社は、自社ビル等を取得した事業年度後の事業年度において、本件補助金の交付

を受ける場合であっても、その交付を受けた事業年度において、法人税法第42条《国庫補助金等で取

得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定による国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受けることがで

きるのでしょうか。 

『答』 

  本件補助金は、３年間で分割して支払を受けるものであったとしても、その交付決定等の通知を受けた日の

属する事業年度においてその全額が益金の額に算入されることからすれば、当該通知を受けた日の属する事業

年度において、本件補助金の全額を対象として、自社ビル等について圧縮記帳を行うことができると考えます。 

 

（解説） 

１ 法人税法第42条の規定による国庫補助金等の圧縮記帳は、国庫補助金等の交付を受けた事業年度

において固定資産を取得する場合に適用することができると規定されていますが、国庫補助金等の交

付の対象となる固定資産を先行取得し、取得した事業年度後の事業年度において国庫補助金等の交付

を受けた場合であっても、その「交付を受けた事業年度」において当該固定資産につき法人税法第

42条第1項の適用ができることが、法人税基本通達10－2－2で明らかにされています。 

２ このように、国庫補助金等の圧縮記帳は、国庫補助金等の「交付を受けた事業年度」において適用

できることとなりますが、本件補助金はご質問のとおり、３年間で分割して支払を受けることとなり

ますので、実際に支払を受けた金額を限度として圧縮記帳をし、支払を受けていない金額については

圧縮記帳できないのではないかとのご疑問が生じられたと推察されます。 
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３ しかしながら、本件補助金については、その交付決定等の通知を受けた日の属する事業年度におい

てその全額を益金の額に算入することとなります。また、Ａ社は本件補助金の交付決定等の通知を受

けた事業年度前の事業年度において目的資産を先行取得していますので、本件補助金の交付を受けた

日の属する事業年度において目的資産につき圧縮記帳をすることができることとなります（法基通

10－2－2）。 

本件補助金は、３年間で分割して支払を受けるものであったとしても、その交付決定等の通知を受

けた日の属する事業年度においてその全額が益金の額に算入されることからすれば、当該通知を受け

た日の属する事業年度において、本件補助金の全額を対象として、自社ビル等について圧縮記帳を行

うことができると考えます。 
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